昨今の肥料価格・飼料価格の高騰を受け、厳しい経営環境に置かれている農業者の負担軽減を図るため、肥料費・飼料費の一部を支援します。つくば市肥料費・飼料費高騰対策支援交付金のお知らせ


	対象者
	肥料費…市内に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者、
　　　　　　人・農地プランの中心経営体
飼料費…市内に住所を有する畜産経営体
（いずれも令和４年10月１日時点）

	交付要件
	次の全ての要件を満たす者
①令和３年時点で営農しており、令和４年以降も営農を継続する者
②令和３年分税申告（法人にあっては、交付金の申請を行う直近の事業年度における税申告）を行った者
③市税を滞納していない者

	対象経費
	令和３年分税申告（法人にあっては直近の事業年度）で申告した肥料費・飼料費

	交付金額
	対象経費の１割以内（上限100万円）

	必要書類
	①申請書兼請求書
②誓約書
③直近の税申告書の写し
（確定申告をされている場合、申告書第一表と収支内訳書の写し）
④通帳表紙の裏面の写し（振込先口座が確認できるもの）

	申請方法
	[bookmark: _GoBack]農業政策課に直接持参、または郵送で提出


申請期間　　令和４年１２月２８日（水）まで　必着

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。【問合せ・提出先】
〒３０５－８５５５　つくば市研究学園１－１－１
　　　　　　　　　　　　農業政策課　営農推進係
　電話　０２９－８８３－１１１１（代表）　メール　eco021@city.tsukuba.lg.jp

